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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
底面に排水口１を設けると共に、該排水口１の周囲から下方に向けて筒状の接続筒部２を
設けた槽体と、
断面略Ｌ字形状をなす略円環状部材であって、軸方向の一方の端部に内径方向に向かって
突出する係止壁１５と、該係止壁１５側を上方にして接続筒部２外側面に回転自在に係止
される雌ネジ部４を備えた袋ナット部材３と、
該袋ナット部材３の雌ネジ部４と螺合する雄ネジ部６を備え、排水口１からの排水を流入
し、下水側に排出する排水器本体５と、
から構成される槽体と排水器との接続構造。
【請求項２】
接続筒部２の外側面に溝部７を設けると共に、該溝部７に袋ナット部材３を係止させる係
止機構を備えた事を特徴とする、請求項１に記載の槽体と排水器との接続構造。
【請求項３】
上記係止機構を、溝部７に係止されると共に、施工時袋ナット部材３内部に収納される係
止部材８にて構成した事を特徴とする、請求項２に記載の槽体と排水器との接続構造。
【請求項４】
上記係止機構を、少なくとも１箇所以上の切断部分９を備えた袋ナット部材３と、
切断部分９を当接した状態で固定する固定部材１０と、より構成した事を特徴とする、請
求項２に記載の槽体と排水器との接続構造。
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【請求項５】
排水口１の開口が平面視非円形形状を成すことを特徴とする、請求項１乃至請求項４のい
ずれか１つに記載の槽体と排水器との接続構造。
【請求項６】
排水口１の開口周縁から下方に向けて、排水器本体５内面に当接する筒状の排水ガイド部
１１を備えたことを特徴とする、請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載の槽体と排
水器との接続構造。
【請求項７】
排水器本体５の側面に、他の排水配管との接続部を備えた事を特徴とする、請求項１乃至
請求項６のいずれか１つに記載の槽体と排水器との接続構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は洗面台、流し台、浴槽、浴室などの槽体と排水器と接続構造に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、洗面台、流し台、手洗い器等の槽体と排水器の取付構造として、図１６に示した
従来例がある。
図１６に示した従来例は、槽体の底面に設けられた開口部と、該開口部に備えられる、有
底筒状にして上端に側面方向に突出したフランジ部を備え、且つフランジ部の下方側面に
雄ネジ部を設けた排水器本体と、排水器本体の雄ネジ部と螺合する雌ネジ部を備えた板ナ
ット部材、とからなる槽体と排水器である。
上記排水器本体を、槽体に接続する場合、排水器本体のフランジ部下面が、槽体の開口部
の周縁に当接するように配置し、その後板ナット部材の雌ネジ部を、排水器本体の雄ネジ
部に螺合させると、排水器本体のフランジ部と板ナット部材の上端とで、開口部の周縁が
挟持され、これによって排水器本体が槽体に固定される。
上記従来例は流し台における槽体と排水器との接続構造であるが、同様の接続構造は洗面
台、浴槽、浴室などの槽体と、その排水を処理する排水器との接続構造に利用されている
。
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１３１７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来例の手法によれば、槽体の底面上に、槽体と排水器本体との継ぎ目部分（フラ
ンジ部の外周縁）が生じるため、以下のような問題点が生じる。
１．継ぎ目部分は上方に開口しているため、この継ぎ目部分にゴミが溜まりやすい。また
、この部分に入り込んだゴミは、槽体を上下反転したり、容易に排水器本体と槽体とを分
離することもできないため、取り出すことも困難となる。
２．フランジ部分と槽体内側面とは素材が異なる場合が多く、色調、質感に相違が生じて
意匠性が悪くなる。また、上述したように継ぎ目部分が生じるため意匠性は更に悪くなる
。
３．板ナット部材を利用する性質上、排水口の形状は平面視円形に限定され、それ以外の
形状、例えば四角形形状などを使用することができなくなり、製品のデザインレイアウト
が限定される。
４．排水器本体の側面には、例えばオーバーフロー配管と接続して、オーバーフロー排水
を処理するための接続部が設けられる。しかしながら、接続作業の際、板ナット部材を、
排水器本体側面を通過させる必要があるため、施工の際、側面に突出した接続部が板ナッ
ト部材に干渉する恐れがある。このため、排水器本体を接続部の部分だけ窪ませるなど、
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設計の自由度が制限される場合があった。
本発明は、上記の課題に鑑みて成されたものであり、その目的とするところは、槽体と排
水器との接続構造において、槽体内部に色調・質感や段差など、清掃性や衛生性・意匠性
の悪化を生じさせる構造を無くし、ゴミや、汚水等が溜まり難く、ひいては清掃性が良く
、且つ意匠性を良くでき、またデザインの自由度の高い槽体と排水器との接続構造を提供
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
請求項１に記載の本発明は、底面に排水口１を設けると共に、該排水口１の周囲から下方
に向けて筒状の接続筒部２を設けた槽体と、断面略Ｌ字形状をなす略円環状部材であって
、軸方向の一方の端部に内径方向に向かって突出する係止壁１５と、該係止壁１５側を上
方にして接続筒部２外側面に回転自在に係止される雌ネジ部４を備えた袋ナット部材３と
、該袋ナット部材３の雌ネジ部４と螺合する雄ネジ部６を備え、排水口１からの排水を流
入し、下水側に排出する排水器本体５と、から構成される槽体と排水器との接続構造であ
る。

【０００６】
　請求項２に記載の本発明は、接続筒部２の外側面に溝部７を設けると共に、該溝部７に
袋ナット部材３を係止させる係止機構を備えた事を特徴とする、段落０００５に記載の槽
体と排水器との接続構造である。
【０００７】
　請求項３に記載の本発明は、上記係止機構を、溝部７に係止されると共に、施工時袋ナ
ット部材３内部に収納される係止部材８にて構成した事を特徴とする、段落０００６に記
載の槽体と排水器との接続構造である。
【０００８】
　請求項４に記載の本発明は、上記係止機構を、少なくとも１箇所以上の切断部分９を備
えた袋ナット部材３と、切断部分９を当接した状態で固定する固定部材１０と、より構成
した事を特徴とする、段落０００６に記載の槽体と排水器との接続構造である。
【０００９】
　請求項５に記載の本発明は、排水口１の開口が平面視非円形形状を成すことを特徴とす
る、段落０００５乃至段落０００８のいずれか１つに記載の槽体と排水器との接続構造で
ある。
【００１０】
　請求項６に記載の本発明は、排水口１の開口周縁から下方に向けて、排水器本体５内面
に当接する筒状の排水ガイド部１１を備えたことを特徴とする、段落０００５乃至段落０
００９のいずれか１つに記載の槽体と排水器との接続構造である。
【００１１】
　請求項７に記載の本発明は、排水器本体５の側面に、他の排水配管との接続部を備えた
事を特徴とする、段落０００５乃至段落００１０ののいずれか１つに記載の槽体と排水器
との接続構造である。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の本発明によれば、槽体の底面には排水器本体と槽体の継ぎ目は発生せ
ず、排水口が開口するだけになった。このため、従来例のように継ぎ目部分にゴミが入り
込んで清掃が困難になる、と言う問題が無くなり、また意匠性も良好な物となった。
請求項２乃至請求項４に記載の本発明によれば、様々な方法が考えられる接続筒部と袋ナ
ット部材との係止方法について、その内のいくつかの構成を明確化できる。
請求項５に記載の本発明によれば、上方の開口部分は排水口しかなく、槽体と排水器本体
との継ぎ目が槽体内部に露出しないため、袋ナット部材を利用した場合でも、排水口の形
状を円形以外の、長方形など非円形形状とすることができる。
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請求項６に記載の本発明においては、排水口の開口周縁から排水器本体内面に向かって排
水ガイド部材を備えてなるため、槽体裏面の、槽体と排水器本体との接続部分に排水が流
れ込みにくく、衛生的である。また、排水ガイド側面にパッキングなどを配置することで
、槽体と排水器本体との止水性を高めることなども可能となる。
また、本発明においては側面に板ナット部材、または袋ナット部材を挿通させる必要が無
くなったため、請求項７に記載した本発明のように、側面に他の排水配管との接続部を設
けた場合に、設計の自由度を維持する事ができ、好適である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一実施例の配管構造を示す参考図である。
【図２】第一実施例の排水器本体近傍の断面図である。
【図３】第一実施例の排水器本体近傍の部材構成を示す参考図である。
【図４】第一実施例の主要部材を示す斜視図である。
【図５】第二実施例の配管構造を示す参考図である。
【図６】第二実施例の排水器本体近傍の断面図である。
【図７】第二実施例の排水器本体近傍の部材構成を示す参考図である。
【図８】第二実施例の主要部材を示す上方からの斜視図である。
【図９】第二実施例の主要部材を示す上方からの斜視図である。
【図１０】第三実施例の配管構造を示す参考図である。
【図１１】第三実施例の排水器本体近傍の、一部を切り欠いた参考図である。
【図１２】図１１に示した実施例の、排水口が開口した状態を示す断面図である。
【図１３】第三実施例の排水器本体近傍の部材構成を示す参考図である。
【図１４】第三実施例の主要部材を示す斜視図である。
【図１５】接続筒部と排水ガイド部を一部共有した、槽体の実施例を示す断面図である。
【図１６】従来例を示す参考図である。
【実施例】
【００１４】
　以下に、本発明の第一実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図１乃至図４に示した本発明の第一実施例は、流し台に設けられた槽体であるシンクＳ１
と、排水器との取付構造に関するものであって、以下に記載した槽体であるシンクＳ１と
、排水器本体５と、袋ナット部材３と、係止部材８と、環状パッキング１２と、排水トラ
ップ配管１３と、から構成される。
シンクＳ１は厚みが６～１０ミリメートル程度の、人工大理石と呼ばれる樹脂材からなる
部材であって、上方が開口した箱体からなり、底面に排水を排出するための平面視円形を
成す排水口１を備えてなる。また、該排水口１の周縁から、下方に向けて円筒状の接続筒
部２を垂下して設けてなり、更に、該接続筒部２外側面に、水平方向に、円周に沿って連
続して断面四角形状を成す溝部７を設けてなる。
排水器本体５は上方が開口した、有底円筒状の部材であって、上方の開口部分の内側面の
内径は、接続筒部２の内側面の径よりわずかだけ大きく構成されてなる。また、上方の開
口周縁の上面は平坦に形成されており、また側面には後述する袋ナット部材３の雌ネジ部
４と螺合する雄ネジ部６を設けてなる。また排水器本体５の側面下方であって、底面に接
する位置に、排水器本体５内の排水を排出する排出口１４を備えてなる。この排出口１４
は、後述するように排水トラップ配管１３に接続される部分であり、排水トラップ配管１
３との接続部である。
袋ナット部材３は断面略Ｌ字形状をなす略円環状の部材であって、その内側面に排水器本
体５の雄ネジ部６と螺合する雌ネジ部４を備えてなると共に、軸方向の一方の端部に、内
径方向に向かって突出する係止壁１５を備えてなる。尚、係止壁１５が形成する円形状の
内側面の径は、接続筒部２の外側面の径よりも若干大きい。
係止部材８は平坦なリング状の部材を等分した形状を成した部材であって、施工時には２
枚を組み合わせてリング状となるようにして使用する。
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組み合わせてリング状とした際に係止部材８が成す内側面の径は、接続筒部２の外側面に
設けた溝部７の内径より若干大きく、且つ接続筒部２の外側面の径より若干小さい。
また、組み合わせてリング状とした際に係止部材８が成す係止部材８の外側面の径は、袋
ナット部材３の雌ネジ部４の内径より若干小さく、且つ係止壁１５が形成する円の側面の
内径よりも若干大きい。
環状パッキング１２は断面四角形状を成すリング形状の部材であって、ゴムなどの弾性を
有した素材からなる。
排水トラップ配管１３は円筒状の管体を途中部分にてＳ字形状に屈曲させた部材であって
、上端は排水器本体５の排出口１４に、下端は屋内の床下に設けられた床下配管に、それ
ぞれ接続される。また、上記した管体のＳ字の屈曲部分に排水を溜めることで、該排水配
管は臭気や害虫類が屋内側に逆流することを防ぐ、トラップ機能を備える。
【００１５】
　上記のように構成した槽体であるシンクＳ１と排水器とは、以下のように施工される。
まず袋ナット部材３を、係止壁１５側を上方として、接続筒部２に挿通する。
次に、接続筒部２の溝部７に、２枚の係止部材８を、係止部材８同士で溝部７を挟むよう
にして取り付け、更に袋ナット部材３を降下させて係止部材８を袋ナット部材３内に収納
配置する。
更に、接続筒部２下面と、排水器本体５上面とを、環状パッキング１２を介して当接させ
、水密的に接続した上で、袋ナット部材３の雌ネジ部４を、排水器本体５の雄ネジ部６に
螺合させ、更に排水器本体５の排出口１４と床下配管とを、排水トラップ配管１３を介し
て接続して、槽体である流し台のシンクＳ１への排水器の施工が完了する。
【００１６】
　上記のように構成した槽体であるシンクＳ１内部に、流し台の使用により排水が生じる
と、排水は排水口１から排水器本体５内部を通過し、排出口１４、排水トラップ配管１３
を通過して、最終的に床下配管から下水側に排出される。
また、排水が行われたことによって、排水トラップ配管１３のＳ字の屈曲部部に排水が溜
まり（この溜まり水を「封水」と呼ぶ）、この封水により配管の途中部分が必ず満水状態
となるため、下水側の臭気また害虫類は屋内側に逆流することがない。
また、環状パッキング１２は、上面は接続筒部２下面に、下面は排水器本体５の上面に、
それぞれ上下から強く押圧して当接した状態となっており、シンクＳ１の一部である接続
筒部２と排水器本体５との間に水密性を生じている。接続筒部２と排水器本体５との間に
生じる押圧の応力は、環状パッキング１２に沿うようにして配置されている雄ネジ部６と
雌ネジ部４の螺合により生じており、このため環状パッキング１２に対して強く、また均
等に作用することで、環状パッキング１２の水密性を良好に発揮させている。
また、当然ながら、槽体であるシンクＳ１の底面には排水器本体５と槽体の継ぎ目は発生
せず、排水口１が開口するだけになった。このため、従来例のように継ぎ目部分にゴミが
入り込んで清掃が困難になる、と言う問題が無くなり、また意匠性も良好な物となった。
【００１７】
　次に、本発明の第二実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図５乃至図９に示した本発明の第二実施例は、流し台に設けられた槽体であるシンクＳ１
と、排水器との取付構造に関するものであって、以下に記載した槽体であるシンクＳ１と
、排水器本体５と、袋ナット部材３と、環状パッキング１２と、排水トラップ配管１３と
、から構成される。
シンクＳ１は厚みが６～１０ミリメートル程度の、人工大理石と呼ばれる樹脂材からなる
部材であって、上方が開口した箱体からなり、底面に排水を排出するための排水口１を備
えてなる。この排水口１は、平面視、非円形形状である略長方形形状を成すように構成さ
れている。
また、該排水口１の周囲から、下方に向けて円筒状の接続筒部２を垂下して設けてなる（
ここでいう周囲とは、「排水口１に近い」という意味であって、「排水口１の周縁に沿っ
て設けられている」ことを必ずしも意味しない）。また、該接続筒部２の外側面に、水平
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方向に、円周に沿って連続して断面四角形状を成す溝部７を設けてなる。
また、該排水口１の開口周縁に沿って、下方に向けて筒状の排水ガイド部１１を垂下して
設けてなり、更に、該排水ガイド部１１の外側面に、水平方向に、周縁に沿って連続して
、後述する環状パッキング１２が取り付けられる環状溝部１６を設けてなる。尚、環状溝
部１６の下端は、接続筒部２の下方よりも低い位置に形成されている（当然ながら、排水
ガイド部１１の下端も、接続筒部２の下方よりも低い位置に形成されている）。
排水器本体５は上方が開口した、有底筒状の部材であって、上方から順に、外側面に雄ネ
ジ部６を設けた平面視円形の雄ネジ台部１７、雄ネジ台部１７底面から内径方向に向けて
設けられた下壁部１８、排水ガイド部１１の下端が挿通される、内側面の形状が排水ガイ
ド部１１の下端の外側面の形状に合致するガイド受け部１９、円筒状の本体部２０、を備
えてなる。
また排水器本体５の側面下方であって、底面に接する位置に、排水器本体５内の排水を排
出する排出口１４を備えてなる。この排出口１４は、後述するように排水トラップ配管１
３に接続される部分であり、排水トラップ配管１３との接続部である。
袋ナット部材３は断面略Ｌ字形状をなす略円環状の部材を、中心を通過する面で等分した
部材である（即ち、２箇所の切断部分９を備えてなる）。施工時には、２体を組み合わせ
てリング状となるようにして使用する。
組み合わせた状態において、その内側面には排水器本体５の雄ネジ部６と螺合する雌ネジ
部４を備えてなると共に、軸方向の一方の端部に、内径方向に向かって突出する係止壁１
５を備えてなる。尚、組み合わせてリング状とした際に、係止壁１５が成す内径は接続筒
部２の外側面に設けた溝部７の内側面の径より若干大きく、且つ接続筒部２の外側面の径
より若干小さい。
固定部材１０は円筒状の部材であって、施工時には袋ナット部材３の外側面に、固定部材
１０の内側面が当接した状態で嵌合固定される。
尚、特に図示していないが、袋ナット部材３の外側面と、固定部材１０の内側面には、そ
れぞれ嵌合する凹凸が設けられており、螺合を行う際に固定部材１０と袋ナット部材３と
の間に滑りが生じて、固定部材１０を回転させても回転が袋ナット部材３に伝わらない、
という問題が生じることを防止している。
環状パッキング１２は断面円形状を成すリング形状の部材であって、ゴムなどの弾性を有
した素材からなり、応力の無い状態では、その内側面の径は環状溝部１６の内側面の径よ
り若干小径で、その外側面の径は排水器本体５のガイド受け部１９の内側面の径よりも若
干大径である。
排水トラップ配管１３は円筒状の管体を途中部分にてＳ字形状に屈曲させた部材であって
、上端は排水器本体５の排出口１４に、下端は屋内の床下に設けられた床下配管に、それ
ぞれ接続される。また、上記した管体のＳ字の屈曲部分に排水を溜めることで、該排水配
管は臭気や害虫類が屋内側に逆流することを防ぐ、トラップ機能を備える。
【００１８】
　上記のように構成した槽体であるシンクＳ１と排水器とは、以下のように施工される。
まず２体に分離した袋ナット部材３を、係止壁１５側を上方として、係止壁１５が接続筒
部２の溝部７に嵌った状態で断面部分を当接させる。この状態から、固定部材１０を下方
より挿通し、固定部材１０の内側面を袋ナット部材３の外側面に嵌合させ、袋ナット部材
３を接続筒部２に回転自在に係止固定する。
次に、排水ガイド部１１の側面の環状溝部１６に環状パッキング１２を嵌め込んだ上で、
排水器本体５のガイド受け部１９内に排水ガイド部１１が挿入されるように、排水器本体
５を上昇させる。
この状態より、袋ナット部材３の雌ネジ部４を、排水器本体５の雄ネジ部６に螺合させる
と共に、排水器本体５の排出口１４と床下配管とを、排水トラップ配管１３を介して接続
して、槽体である流し台のシンクＳ１への排水器の施工が完了する。
【００１９】
　上記のように構成した槽体であるシンクＳ１内部に、流し台の使用により排水が生じる
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と、排水は排水口１から排水器本体５内部を通過し、排出口１４、排水トラップ配管１３
を通過して、最終的に床下配管から下水側に排出される。
また、排水が行われたことによって、排水トラップ配管１３のＳ字の屈曲部部に排水が溜
まり（この溜まり水を「封水」と呼ぶ）、この封水により配管の途中部分が必ず満水状態
となるため、下水側の臭気また害虫類は屋内側に逆流することがない。
また、環状溝部１６の環状パッキング１２は、外側面は排水器本体５のガイド受け部１９
内側面に、内側面は環状溝部１６に、それぞれ当接した状態となっている。排水口１や排
水ガイド部１１、ガイド受け部１９の形状は、平面視非円形形状である長方形形状で、取
り付けが行われている雄ネジ部６及び雌ネジ部４の螺合部分との距離は均一ではなく、離
間しているところと、近しいところとが生じ、上下方向に撓みやすい形状と言えるが、環
状パッキング１２を介した接続は、排水器本体５のガイド受け部１９と接続筒部２の環状
溝部１６との側面方向によって行われており、水密性を確保するために必要な当接の応力
は、環状溝部１６の外側面と、ガイド受け部１９の内側面との間隔のみで決定されるため
、シンクＳ１に対して排水器本体５が上下方向に対して若干上下動しても、水密性に支障
はなく、漏水は生じない。
また、当然ながら、槽体であるシンクＳ１の底面には排水器本体５と槽体の継ぎ目は発生
せず、排水口１が開口するだけになった。このため、従来例のように継ぎ目部分にゴミが
入り込んで清掃が困難になる、と言う問題が無くなり、また意匠性も良好な物となった。
更に上記接続構造では、雄ネジ部６と雌ネジ部４との螺合によるネジ接続を採用しつつ、
且つ排水口１の形状を、平面視円形以外の形状である平面視長方形形状とすることができ
た。このように、排水口１の形状を、ネジ接続を採用しつつ、自在に変更することができ
、デザインの自由度を比較的高めることができるようになった。
【００２０】
　次に、本発明の第三実施例を、図面を参照しつつ説明する。
図１０乃至図１４に示した本発明の第三実施例は、洗面台に設けられた槽体である洗面ボ
ウルＳ２と、排水器との取付構造に関するものであって、以下に記載した槽体である洗面
ボウルＳ２と、排水器本体５と、袋ナット部材３と、係止部材８と、環状パッキング１２
と、排水トラップ配管１３と、遠隔操作式排水栓装置と、から構成される。
洗面ボウルＳ２は厚みが６～１０ミリメートル程度の、人工大理石と呼ばれる樹脂材から
なる部材であって、上方が開口した箱体からなり、底面に排水を排出するための排水口１
を備えてなる。この排水口１は、平面視円形形状を成すように構成されている。
また洗面ボウルＳ２の側面であって上端の近傍に、洗面ボウルＳ２内部に溜まった排水が
洗面ボウルＳ２の上縁より溢れる前に排水を行うオーバーフロー口２１ａを備えてなる。
該オーバーフロー口２１ａには、別途オーバーフロー配管２１が接続される。また、排水
口１の周縁から、下方に向けて円筒状の接続筒部２を垂下して設けてなる。
また、接続筒部２外側面には、周縁に沿って連続して、後述する環状パッキング１２が取
り付けられる環状溝部１６を設けてなる。
また洗面ボウルＳ２の上端の開口近傍に、遠隔操作式排水栓装置の操作部２５を取り付け
る操作部２５取付部を備えてなる。
排水器本体５は上下に開口した円筒状の部材であって、上方から順に、外側面に雄ネジ部
６を設けた平面視円形の雄ネジ台部１７、雄ネジ台部１７底面から内径方向に向けて設け
られた下壁部１８、円筒状の本体部２０、から構成されてなる。
また、本体部２０の側面に、上方から順に、シンクＳ１のオーバーフロー口２１ａからの
排水配管が接続されるオーバーフロー接続部２２ａと、遠隔操作式排水栓装置のレリース
ワイヤ２６が水密的に挿通されるレリースワイヤ接続部２２ｂを備えてなると共に、その
内部に、遠隔操作式排水栓装置の動作部を収納固定してなる。
袋ナット部材３は断面略Ｌ字形状をなす略円環状の部材であって、その内側面に排水器本
体５の雄ネジ部６と螺合する雌ネジ部４を備えてなると共に、軸方向の一方の端部に、内
径方向に向かって突出する係止壁１５を備えてなる。該係止壁１５が形成する円形状の内
径は、接続筒部２の外側面の径よりも若干大きく、また、該係止壁１５の内側面は、下方
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ほど径が拡がる傾斜面を備えてなる。
係止部材８は、平面視略Ｃ字形状、側面視台形形状、即ち円錐台の側面に厚みを設け、更
に一部に切り欠きを設けたような形状を成す、ステンレスの板材からなる部材であって、
施工時内側面は接続筒部２外側面に、外側面は袋ナット部材３の傾斜面に、下端部は排水
器本体５の雄ネジ台部１７上縁に、それぞれ当接する。
環状パッキング１２は断面円形状を成すリング形状の部材であって、ゴムなどの弾性を有
した素材からなり、応力の無い状態では、その内側面の径は環状溝部１６の内側面の径よ
り若干小径で、その外側面の径は排水器本体５の雄ネジ台部１７の内側面の径よりも若干
大径である。
排水トラップ配管１３は円筒状の管体を途中部分にてＳ字形状に屈曲させた部材であって
、上端は排水器本体５の排出口１４に、下端は屋内の床下に設けられた床下配管に、それ
ぞれ接続される。また、上記した管体のＳ字の屈曲部分に排水を溜めることで、該排水配
管は臭気や害虫類が屋内側に逆流することを防ぐ、トラップ機能を備える。
遠隔操作式排水栓装置は、排水口１を遠隔操作によって開閉するための部材であって、上
下動することで排水口１を開閉する弁体２３ａ及び弁体２３ａの中央より垂下された軸部
２３ｂからなる弁部材２３、排水器本体５内部に収納固定され、操作部２５の操作に応じ
て弁軸を上昇／降下させる駆動部２４、使用者が排水口１の開閉の為の操作を加える操作
部２５、操作部２５に加えられた動作を駆動部２４に伝達するレリースワイヤ２６、から
構成される。
【００２１】
　上記のように構成した槽体である洗面ボウルＳ２と排水器とは、以下のように施工され
る。
まず操作部２５を操作部２５取付部に取り付ける。また、排水器本体５のレリースワイヤ
接続部２２ｂにレリースワイヤ２６を通し、排水器本体５側の端部に動作部を接続した上
で、駆動部２４を排水器本体５内部に収納固定する。その後、レリースワイヤ接続部２２
ｂを、レリースワイヤ２６が挿通した状態にて、水密的に閉塞する。
また接続筒部２の環状溝部１６に環状パッキング１２を嵌め込んだ上で、袋ナット部材３
を、係止壁１５側を上方として、接続筒部２に挿通し、更に袋ナット部材３に収納される
ように係止部材８を接続筒部２に挿通する。この時係止部材８は、外径が大となる側を下
方に配置する。
の溝部７に嵌った状態で断面部分を当接させる。この状態から、固定部材１０を下方より
挿通し、固定部材１０の内側面を袋ナット部材３の外側面に嵌合させ、袋ナット部材３を
接続筒部２に回転自在に係止固定する。
次に、排水器本体５の雄ネジ台部１７の内側面に、排水ガイド部１１が挿入されるように
、排水器本体５を上昇させる。
この状態より、袋ナット部材３の雌ネジ部４を、排水器本体５の雄ネジ部６に螺合させる
と、係止部材８の内側面は接続筒部２外側面に、係止部材８の外側面は袋ナット部材３の
傾斜面に、係止部材８の下端部は排水器本体５の雄ネジ台部１７上縁に、それぞれ当接し
、螺合が進むと、傾斜面の作用により切り欠きの部分が縮径し、係止部材８の内側面が、
接続筒部２外側面に食い込むように作用して、接続筒部２に対して係止部材８が固定され
る。同時に、係止部材８を袋ナット部材３の係止壁１５部と排水器本体５の上縁とで挟持
することで、排水器本体５が槽体である洗面ボウルＳ２に係止され、固定される。
更に、排水器本体５の排出口１４と床下配管とを、排水トラップ配管１３を介して接続す
ると共に、接続部にオーバーフロー口２１ａからのオーバーフロー配管２１を接続し、レ
リースワイヤ２６の端部を操作部２５に接続し、排水口１に弁部材２３を配置して、槽体
である洗面台の洗面ボウルＳ２への排水器の施工が完了する。
【００２２】
　上記のように構成した槽体である洗面ボウルＳ２内部に、洗面台の使用により排水が生
じると、排水は排水口１から排水器本体５内部を通過し、排出口１４、排水トラップ配管
１３を通過して、最終的に床下配管から下水側に排出される。
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また、排水が行われたことによって、排水トラップ配管１３のＳ字の屈曲部部に排水が溜
まり（この溜まり水を「封水」と呼ぶ）、この封水により配管の途中部分が必ず満水状態
となるため、下水側の臭気また害虫類は屋内側に逆流することがない。
また、本実施例では、遠隔操作式排水栓装置を採用してなる。上記洗面ボウルＳ２におい
て、図１１に示した状態では、弁部材２３が降下して、弁体２３ａにより排水口１が閉口
した状態となっている。この状態より、操作部２５に操作を加えると、操作部２５の操作
がレリースワイヤ２６を介して駆動部２４に伝達され、駆動部２４の軸が上昇動作し、弁
部材２３の弁軸が押し上げられた状態で固定される。このため、弁部材２３全体が上昇し
、図１２のように、排水口１が開口した状態となる。この状態より再度操作部２５に操作
を行うと、駆動部２４の、弁軸への押し上げ固定が解除され、弁部材２３が降下し、弁体
２３ａが排水口１を再び閉口する。以後、この操作を繰り返す事で、排水口１を遠隔操作
的に開閉する事ができる。
また、図１１のように排水口１を閉塞した状態で、洗面ボウルＳ２内に排水を行うと、排
水が洗面ボウルＳ２内部に溜まってゆくが、水面がオーバーフロー口２１ａ下端に達した
ところで排水がオーバーフロー口２１ａからオーバーフロー配管２１を介し、排水器本体
５内部に流れ込み、最終的に排水トラップ配管１３を介して下水側に排出される。このた
め、排水口１を閉塞し、シンクＳ１内部に排水が溜まった状態で、洗面ボウルＳ２内に排
水を行っても、排水が洗面ボウルＳ２上縁から溢れることはない。
また、環状溝部１６の環状パッキング１２は、外側面は排水器本体５の雄ネジ台部１７内
側面に、内側面は環状溝部１６に、それぞれ当接した状態となっている。環状パッキング
１２を介した接続は、排水器本体５のガイド受け部１９と接続筒部２の環状溝部１６との
側面方向によって行われており、水密性を確保するために必要な当接の応力は、環状溝部
１６の外側面と、雄ネジ台部１７の内側面との間隔のみで決定されるため、洗面ボウルＳ
２に対して排水器本体５が上下方向に対して若干上下動しても、水密性に支障はなく、漏
水は生じない。
また、当然ながら、槽体であるシンクＳ１の底面には排水器本体５と槽体の継ぎ目は発生
せず、排水口１が開口するだけになった。このため、従来例のように継ぎ目部分にゴミが
入り込んで清掃が困難になる、と言う問題が無くなり、また意匠性も良好なものとする事
ができる。
【００２３】
　本発明の実施例は以上のようであるが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく
、主旨を変更しない範囲において自由に変更が可能である。
例えば、上記実施例では、排水配管が備えられる槽体を、流し台のシンクＳ１又は洗面ボ
ウルＳ２としているが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、浴槽や浴室パン
、洗濯機パンなど他の槽体の排水口１に使用してももちろん構わない。また槽体の素材に
関しても、上記実施例の樹脂素材ではなく、ステンレスや陶器など、本発明が採用できる
範囲で自在に変更しても構わない。
【００２４】
　また、第二実施例においては、袋ナット部材３を二分割した、切断部分９を２箇所有し
た構造としているが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、切断箇所を１箇所
とした、平面視略Ｃ字形状となるような袋ナット部材３を利用しても良い。また固定部材
１０の構成も、第二実施例のような筒状の部材に限定される物ではなく、例えば留め金を
利用して切断箇所を接続するような構成としても構わない。
【００２５】
また、上記第二実施例では、接続筒部２と排水ガイド部１１を別途設けて構成しているが
、図１５に示したように、接続筒部２と排水ガイド部１１の構成を一部共有し、平面視排
水口１の周縁の下方であって、接続筒部２の下端から排水ガイド部１１が延出されるよう
な構成としても本発明の効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００２６】
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１　　　排水口　　　　　　　　　　２　　　接続筒部
３　　　袋ナット部材　　　　　　　４　　　雌ネジ部
５　　　排水器本体　　　　　　　　６　　　雄ネジ部
７　　　溝部　　　　　　　　　　　８　　　係止部材
９　　　切断部分　　　　　　　　　１０　　固定部材
１１　　排水ガイド部　　　　　　　１２　　環状パッキング
１３　　排水トラップ配管　　　　　１４　　排出口
１５　　係止壁　　　　　　　　　　１６　　環状溝部
１７　　雄ネジ台部　　　　　　　　１８　　下壁部
１９　　ガイド受け部　　　　　　　２０　　本体部
２１　　オーバーフロー配管　　　　２１ａ　オーバーフロー口
２２ａ　オーバーフロー接続部　　　２２ｂ　レリースワイヤ接続部
２３　　弁部材　　　　　　　　　　２３ａ　弁体
２３ｂ　軸部　　　　　　　　　　　２４　　駆動部
２５　　操作部　　　　　　　　　　２６　　レリースワイヤ
Ｓ１　　シンク　　　　　　　　　　Ｓ２　　洗面ボウル

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】



(14) JP 5651830 B2 2015.1.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭５８－０１０９７５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００８－１４４５２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０７９３８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２５５０２８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０３Ｃ　　　１／２２　　　　
              Ｅ０３Ｃ　　　１／２６－１／２６６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

